
【法務事務官（障害者選考採用）の募集について】 

 

１ 職種 

  国家公務員 法務事務官 行政職俸給表（一）１級 

２ 担当業務 

（１）パソコンを使用した書類作成、各種システムのデータ入力及び資料整理 

（２）郵便物の仕分け、配布に関する業務 

（３）外部対応（電話対応等（障害の程度を考慮し判断する。）） 

（４）その他、別途指示する業務（障害の程度を考慮し判断する。） 

３ 採用予定日 

  令和８年４月１日 

４ 採用予定施設、公募職種及び採用予定人員 

施設名 住  所 公募職種 
採 用 

予定数 

近畿矯正

管区 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前１－５－４４ 

大阪合同庁舎第１号館８階 

近畿矯正管区総務企画部職員課 

06-6941-5754（直通） 

 

・エレベーター：有 

・出入口段差：無 

・階段手すり：有 

・トイレ：車椅子用有（１階）、洋式 

・点字表示：無 

法務事務官 １ 

５ 応募資格（要件を全て満たす者） 

（１）下記手帳等の交付を受けている者 

  ※下記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であること 

ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。） 

若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる

身体障害を有する旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう

若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の

障害については、指定医によるものに限る。） 

  イ 都道府県若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相

談所、 知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医

若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書 

  ウ 精神障害者保健福祉手帳 

（２）１９６４（昭和３９）年４月２日から２００７（平成１９）年４月１日ま



でに生まれた者 

（３）日本の国籍を有する者 

（４）国家公務員法第３８条に該当する者ではないこと 

（５）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

神耗弱を原因とするもの以外）ではないこと 

６ 応募期限 

  令和８年３月２日（月） 

７ 選考試験日及び最終合格発表日 

（１）選考試験日 

令和８年３月上旬 

（２）最終合格発表日 

   令和８年３月中旬 

８ 選考方法及び選考場所 

（１）第１次選考 

   書類選考（経歴評定） 

   書類選考通過者については、封書を送付するのと同時に、電話連絡にて通

知する。 

（２）第２次選考 

  ア 作文試験 

  イ 面接試験 

（３）第２次選考場所 

作文試験については、大阪合同庁舎第２号館別館６階会議室、面接試験に

ついては、同階情報公開室にて実施する。 

９ 受験上の配慮 

（１）視覚障害（又は読字障害）を有する受験者については、その障害の程度に

より、以下の方法による受験を可能とする。  

ア 試験時間の延長（拡大文字による試験と併用可。） 

イ 拡大文字による試験（拡大率の異なる２種類（面積比で２倍と２．７

倍）の作文課題紙を用意。） 

（２）聴覚障害を有する受験者については、試験官の発言事項を書面で伝達する

ことも可能とする。 

（３）上肢機能障害等で筆記が困難な受験者については、作文試験において近畿

矯正管区が事前に準備したパソコンによる解答を可能とする。 

（４）障害の種類及び程度に応じて、ルーペ、拡大読書器、補聴器等の補装具を

持ち込むことが可能とする。 

10 勤務時間・休暇 

（１）障害者選考採用試験による採用者には、一般の国家公務員に適用される行

政職俸給表（一）が適用され、このほかに各種手当（扶養手当、住居手当、



通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等）が支給される。 

（２）勤務時間は原則１日７時間４５分で、土・日曜日及び祝日、年末年始はお

休みです。 

（３）休暇制度として、年次休暇（年間２０日間、ただし年の途中で採用された

場合は、採用日に応じた日数）のほかに病気休暇、特別休暇（夏季休暇、結

婚、出産に伴う休暇等）及び介護休暇の制度が設けられている。 

また、ワーク・ライフバランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、

育児休暇制度等がある。 

（４）共済組合の福利厚生制度を利用できる。 

11 給与 

（１）一般職の職員の給与に関する法律に基づき、職務経歴等を勘案して決定

する。 

なお、採用後の勤務実績等に応じて昇給（年１回）等がある。 

（２）手当は、職員の実情に応じて、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等が支給さ

れる。 

【モデル給与例：行政職俸給表（一）１級１号俸の場合（令和８年４月１日時点）】 

・俸給月額         １９５，８００円 

・地域手当（１６％）     ３１，３２８円 

・期末・勤勉手当（年間）  ６７８，３７３円 

・年間合計支給額    ３，４０３，９０９円 

12 申込手続等 

  上記６の応募期限までに（通信日付印有効）、「近畿矯正管区職員課宛」に、

履歴書、ハローワーク紹介状及び障害者手帳等の証明書類の写しを提出する

こと。 

なお、裏面には申込者本人の住所、氏名を明記すること。 

＜履歴書について＞ 

・用紙は市販のもので差し支えない。 

・３か月以内に撮影した写真を必ず貼ること。 

・確実に連絡が取れる住所及び電話番号（複数可）を記入すること。 

・認定を受けている障害について明記すること。 

13 その他（問合せ等） 

（１）履歴書等に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）に従い、適正に管理します。 

（２）第２次選考・通勤・業務遂行上、合理的配慮が必要な方は、履歴書の本人

希望記入欄等にその旨を記載してください。なお、同記載によって不利益が

生じることはありません。 

（３）試験日程、職務内容等についての照会は、下記担当者宛て電話等により直



接行ってください。 

近畿矯正管区総務企画部職員課 

電話番号 ０６－６９４１－５７５４（直通） 

   郵便番号 ５４０－０００８ 

   住  所 大阪市中央区大手前１－５－４４ 

        大阪合同庁舎第１号館８階 

 


